
船舶事故等調査報告書 

平成２７年８月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第２００号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年１０月２０日 ０９時２０分ごろ 

発生場所 島根県出雲
い ず も

市長尾鼻北西方沖 

 出雲長尾ケ鼻灯台から真方位３００°４,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３１.４７′ 東経１３２°４７.３４′） 

事故等調査の経過  平成２６年１１月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第八浦鷹
うらたか

丸、１９トン 

   ２５２－２０８１５広島、三起鋼業有限会社 

Ｂ 漁船 住吉
すみよし

丸、０.９９トン 

   ＳＮ３－１２３９３（漁船登録番号）、個人所有 

   第２７２－２３３１１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首かんぬきが折損等 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、船長Ａが単独の船橋当直につ

き、鳥取県鳥取市鳥取港に向け、約１０ノットの対地速力で自動操舵

により長尾鼻北西方沖を東進した。 

 船長Ａは、長尾鼻北西方沖において、周囲に他船を認めなかったの

で、船橋後部の海図台で海図や港湾情報の確認作業を行いながら東進

を続けた。 

 船長Ａは、平成２６年１０月２０日１２時００分ごろ、島根県松江

市地蔵埼沖を航行中、海上保安庁の巡視艇に呼び止められて境港に向

かうよう指示を受け、境港に入港後、海上保安庁の捜査を受けてＢ船

との衝突の事実を知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、長尾鼻北西方沖において、機関

を停止し、船首からパラシュート型シーアンカー（以下「シーアンカ

ー」という。）を投入して船首を南方に向け、漂泊しながら一本釣り

漁を行っていた。 

 船長Ｂは、一本釣り漁の操業中、漁獲物を船内に取り込む作業を行

っていたところ、Ａ船の機関音に気付き、右舷船尾方６００ｍ付近か

らＢ船に向けて接近するＡ船を認め、手を振って注意喚起を行った



が、Ａ船がＢ船のシーアンカーに接触し、０９時２０分ごろＢ船の右

舷船首部にＡ船の左舷船尾部が衝突した。 

 船長Ｂは、衝突後、自力で航行して係留場所まで戻り、海上保安庁

に本事故の発生を通報した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項  船長Ａは、衝突の事実を知った際、船橋後部の海図台で海図や港湾

情報の確認作業を行っていたときにＢ船と衝突したのだろうと思っ

た。 

 船長Ｂは、笛を備えた救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、長尾鼻北西方沖を自動操舵で東進中、船長Ａが、船橋後部

で海図等の確認作業を行い、見張りを行っていなかったことから、Ｂ

船に気付かずに航行し、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、周囲に他船を認めなかったので、船橋後部の海図台で海

図や港湾情報の確認作業を行っていたものと考えられる。 

 Ｂ船は、長尾鼻北西方沖でシーアンカーを投入して一本釣り漁をし

ながら漂泊中、船長Ｂが、漁獲物の取り込み作業を行っていたとこ

ろ、右舷船尾方からＢ船に向けて接近するＡ船を認め、手を振って注

意喚起を行ったものの、Ａ船が衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、長尾鼻北西方沖において、Ａ船が自動操舵で東進中、Ｂ

船がシーアンカーを投入して一本釣り漁をしながら漂泊中、船長Ａ

が、船橋後部で海図等の確認作業を行い、見張りを行っていなかった

ため、Ｂ船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


